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四條畷市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

新旧対照表 

新 

 （議員報酬の額） 

第２条 市議会議員の議員報酬の額は、次の表のとおりとする。 

職名 議員報酬 

議長 月額 ５６０，０００円 

副議長 月額 ５００，０００円 

議員 月額 ４７０，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

旧 

（議員報酬の額） 

第２条 市議会議員の議員報酬の額は、次の表のとおりとする。 

職名 議員報酬 

議長 月額 ５９０，０００円 

副議長 月額 ５５５，０００円 

議員 月額 ５３０，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


